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(H12.12) 



労 働 基 準 局 報 告 例 規   

 
 

第 1 条 都道府県労働局長は、 この報告例規の 定めるところに 従い厚生労働省労働基準局に 報告し 

なければならない。 

第 2 条 報告は、 経常報告及び 臨時報告よりなる。 

第 3 条 経常報告は、 恒久的ないし 1 年を超える有限の 期間継続して 徴する報告であ って、 定時報 

告及び随時報告の 2 種とする。 第 4 条 定期報告は月報、 四半期 報 、 半年報及び年報 ( 1 年を超えるものを 含む。 ) の 4 種とす ヱ Ⅰ 

前項の報告は、 それぞれ所定の 期限内に本省に 必ず到着するよ う 報告しなければならない。 

該当事項がないと ぎ も、 その旨を報告しなければならない。 

第 5 条 随時報告は、 報告すべ き 事項が発生した 都度速やかに 報告しなければならない。 

第 6 条 経常報告の様式、 内容、 期日等についてば、 別冊の定めるところによ       
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1. 監督 課 関係 

は ) 定期報告 

  報 名 報告の種類 報 告 番 号 と口 

報告対象期間 
又 は 期 日 

報 告 期 日 頁 

l",  皿，一 1   1  建設業相互通報制度に 関す 月 報 各 月 

る 報告 

臣と 皿 4   1  申告処理状況報告 年 報 1 月一 1 2 月 

監 4   2  監督指導業務及び 措置状況 年 報 1 月一 1 2 月 

苦報告 

@% 皿． 4   5  許可及び認定等件数 調 年 報 l. 月 @ 1 2 月 

肚皿   6  賃金不払事件、 貯蓄金返還 年 報 1  , 日 @@  1  2  , 日 

不能事件及び 工賃小仏事件   処理状況報告     

(2) 随時報告 

翌月 1 5 日 1  5 

1 月末日 

 
 

( その ) を労働 
基準行政情報シス 
テムで報告する 場 

合には、 1 月のシ   
2 月末日 

2  2     
2  8 

  
4@ 2 

2 月末日 

 
 

4 Ⅰ 

報告番号 

監 5 0 1 

監 5 0 4 

監 5 0 5 

報 生   名 

行政運営方針等策定変更 報 
と   

監察実施結果に 関する報告 

情報の速報 

報 告 ず べ き 場 合 頁 

次のものを策定、 変更した場合 5  3 
(1) 行政運営方針 
(2) 是正及び是正を 要する期間の 取扱基準 
(3) 再 監督判決基準 
(4) その他これに 準ずる運営方針 

(1) 署長かぎりで 是正しうる事項のうち、 重要なもの又はす 
でに指示したにかかわらず 是正されないものについては、 
その事項及びそれに 対する指示の 内容 

(2) 監察官の指摘した 是正ずべ き 事項のうち、 局長の権 限の 
範囲内では、 是正しえないものがあ る場合は、 その事項の 
内容及び是正方法に 関する意見 

(1) 全国に類似の 問題の発生が 予想される場合 
(2) 労働基準法実施に 関連して労使間に 紛争が発生し、 又は 、 

発生するおそれのあ る場合 
i3) 労働局の行政措置が、 労働組合、 使用者団体、 その他の 

関係者から不当として 取り上げられた 場合 
(4) 直接労働基準法の 問題としてではなくても、 社会問題と 

して重要であ り、 本法施行上関連のあ る場合 
(5) 監督機関、 監督官、 その他職員又は 各種委員会ないし 関 

係団体に関して、 世上問題となった 場合 
(6) 労働基準法の 解釈に関する 重要な判決又は 法定のあ った 

場合 
Ⅲ 社会的に問題となった 事案、 行政の運営上注目される 事 

案 ヰ こついて送検、 検察官処分又は 判決 ( 略式命令等を 含む。 ) 
があ った場合 

(8) 司法処分に付した 事案につて、 次の処分があ った場合 
イ 検察官の不起訴処分について、 その理由が法令の 解釈、 
運用にとって 参考となる場合 

口 正式裁判において 判決のあ った場合 
(9) 地方局署の行政活動が 効果をあ げ行政上参考となる 場合 
Ⅱ 0) 中小企業の個別事業場又は 集団において、 労務管理ない 

しは法の連年状況が 著しく改善された 事例を把握した 場合 
(ll) 司法処理、 災害調査等の 過程で現行法令適用上、 構成 要 

件該当性の有無等に 関する問題点が 生じた場合 
㈹ 全国的に関連のあ るような要綱等を 各局独自で策定し 、 

これを公表することにより、 本省及び 他 局に影響を及ぼす 
ような場合 
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報
 

生     番 号 
  

名   報 告 ず べ き 場 合 

㈹ 死亡災害、 労基法違反等の 事案であ って、 その発生段階 
で 広く報道された 事案 

(w) 多数の捜査員を 動員して家宅捜索等の 強制捜査を行 う事 
案 

㈹ 特定の事業に 対し、 組織的 た 深夜の臨検活動を 実施する 

場
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2.  計画課関係 

(1) 定期報告 

報 土 名 報 告 番 号   報告の種類 
又 は 期 日 

報告対象期間 
報 告 期 日 頁 

吉士 4     労災防止指導員活動状況 報 年 報 4  月， - 3 月 4 月末日 5  7 
生   

  

(2.) 随時報告 

報告番号 l 報 な "   名 

び
 

及
 

報
 

情
 

 
 

す
告
 

関
報
 

に
業
 

生
収
 

衛
の
 

全
科
 

安
資
 

 
 

 
 

 
 

t
 

 
 

  

  

報 告 す べ き 場 合 頁 

1. 情報の速報 5  8 
(1) 安全衛生に関する 事案について、 全国に類似の 問題の 

発生が予想される 場合 
(2) 労働組合、 使用者団体、 その他経済団体、 地方公共団 

体の議会等から 安全衛生に関する 意見、 要望等が表明さ 
ぬ た場合、 又はこれらの 団体等において 安全衛生に関す 
る 特殊な場合、 又はこれらの 団体等において 安全衛生に 
関する特殊な 若しくは重要な 問題が生じた 場合 

(3) 地方公共団体の 公害防止関係条例等の 制定改廃状況 及 
び 公害に関する 事案について、 特殊な若しくは 重要な問 
額 であ り、 安全衛生行政上関連のあ る場合 

(4) その他安全衛生行政上特殊又は 重要な事件のあ った 場 
ム 

2. 資料の報告 
Ⅲ 都道府県労働局において 安全衛生に関する 調査を実施 

した場合 
(2) 都道府県労働局において、 労働組合、 使用者団体、 そ 

0 個経済団体、 地方公共団体等が 作成した管内の 安全衛 
生 に関する資料を 入手した場合 
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3.  安 全 課 

(1) 定期報告 

報 告 期 日 

交付状況報告 

安衛 4  0  5  安全衛生管理特別指導等 結 年 報 4 月 - 3 月 4 月末日 7 1 
果報告 

安 4  0  6  無 災害記録証 等 授与状況 報 早 報 1 月 - 1 2 月 2 月末日 7  7 
生口 

安衛 4  0  7  計画の届出審査結果報告 年 報 1 月 @  1 2 月 1 月末 日 7  9 

安衛 4  Ⅱ 手数料収入印紙ちょう 用実 年 報 4 月 - 3 月 4 月末日 8@ 6 
績 報告   

  
  

安 4  1  1  検査業者登録状況報告 年 報 4 月 - 3 月 4 月末日 9  6 

  

(2) 随時報告 

報告番 号 
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安全衛生に関する 改善事例 
報告 

  
報 告 す べ き 場 合 

定められた定義に 該当する事故発生の 都度 
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9  8 

1@ 0@ 0 

  
安衛 5  0  4  家内労働死傷病届の 報告 委託者より届出のあ った場合遅滞なく、 その写を送付するこ 1 0 3 

と 

4. 労働衛生課関係 

定期報告 

日
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5. 労災管理課関係 

田 定期報告 

報告 番 号 報 士   名 

管 l   1  保険給付等経理状況速報 

管 4   Ⅰ 未収納未済蔵 人額及びこれ 
に対するその 後の収納状況 

報告 

管 4   2  用紙，帳 簿等印刷物所要数 
調 

管 4   3  検査報告書 掲 記事項是正処 
@ 理 状況報告 

土
 軒

号
 

持
番
 

陣
吉
 

幼
報
 

 
 

管 5 0 1 

管 5 0 3 

報 生   名 

参
 

査
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補
関
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に
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果
 

女
 
"
 。
 
ロ
 

察
 

監
 

務
 

業
 

償
 

補
 

災
告
 

芳
韻
 

報告の種類 

月 報 

年 報 

年 報 

年 報 

  又 は 期 日 

報告対象期間 
報 告 期 日 頁 

各
 

月 翌月 10 日 Ⅰ 19 

9 月末日現在 1 0 月末日 1@ 2@ 0 

次 年 度 1 Ⅰ ノ弓 1 5 日 1  2  1 
(4 月 -3 月分 ) 

9 月末日現在 1 0 月 3 1 日 1 2 2 

 
 

報 告 す べ き 場 合 頁 
  

参与が任期の 中途において 辞任 ( 又は死亡 ) したとき遅滞 1 2 3 
なく 

指示された事項を 是正したとき 1  2  3 

一 4 b 
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6. 補償 課 関係 

Ⅲ 定期報告 

報告 番 号 

捕 4 0 2 

% 4 0 4 

補 4 0 5 

補 4 0 8 

補 4 0 9 

  補 Ⅱ 

(2) 随時報告 

報 " ヒ     
報告対象期間 
又 は 期 日 

報 告 期 日   
特別保険料徴収状況報告 年 報 4 月一 3 月及び 旧   5 月末日 1  2  8 

年 4 月 

労働福祉事業利用状況報告 年 報 4 月 -3 月及び 旧 5 月末日 1  3  3 
年 4 月 

中小事業主等特別加入状況 年 報 4 月一 3 月 5 月末日 1  3  7 
報告 

傷病川長期療養者推移状況 年 報 4 月一 3 月 4 月末日 1  4  2 

報告 

支給制限状況報告 年 報 4 月一 3 月及び 旧   5 月末日 1  4  5 
年 4 月 

労働保険審査官活動状況 報 年 報 4 , 円 -- .1 - ， 月 4 月末日 
万 "     ld7 

        

報告 番号 報 生   名 報 告 ず べ き 場 合 頁 

補 5   1  労災保険法違反容疑事件 @ こ 告発したとき 又は被害届を 提出したとき ( 警察が独．自で 1 り 億 @ 0 

関する報告 捜査したものについては 送検 時 ) 
(2) 起訴又は不起訴の 決定があ ったとき 
(3) 判決のあ った とぎ 

補 5   3  労災保険に係る 訴訟に関士 ㈱ 労災保険に係る 訴え ( 労働者災害補償保険法第 12 条の 4 1 5 4 

る 報告 の 規定に基づいて 行われる労災保険給付と 損害賠償との 調 

整 に関する訴えを 含む。 ) が 提起されたとき 
(2) 訴訟審理の都度 
(3) 平り決のあ ったとき 

 
 

 
 

補
 
5
 

労災保険の情報の 速報 [1) 個別事案に関する 情報 
7  次に掲げる事案であ って、 業務上疾病に 係る保険給付 

の請求があ ったもの及び 保険給付の請求が 予想されるも 
の 

( ィ ) 集団的に発生し、 又はそのおそれのあ る事案 

( 。 ) 地方公共団体、 外部団体等から 行政行為 リ こついて要 

請があ った事案 
い り 公害問題に波及するおそれのあ る事案 
@  新聞、 テレビ等で一般に 報道された事案 

ロ 次に掲げる事案であ って、 業務上疾病に 係る保険給付 

の請求があ ったもの及び 保険給付の請求が 予想されるも 

の ( 前記 イ により報告される 事案を除く。 ) 
( ィ ) 電離放射線障害 ( 白血病を含むすべてのがん 及び原 

子力発電所における 業務りこ係るもの ) 
(") ダイオキシ ソ 類による疾病 

い り 上記以外のがん ( 男茎別別表第 1 の 2 第 7 号 れ こ例示 

的 利生したがん 以外のがん 一 悪性腫瘍、 白血病、 業務 

上のがんの既往のあ る者 @ こ 生じた他の部位の 原発性の 

がんを含む。 ただし、 じん 柿 合併肺がんを 除く。 ) 

1 5 4 

      

(H 此 ． 12) 
  



報告 番号 旧 皿 ， 上口 名 報 告 ず べ き 場 合 頁 

( 二 ) 新しい疾病 ( 有害性の明らかでない 物理的因子、 作 

業態様、 化学物質等 @ こより発症した 疑いのあ る疾病友 
び 認定基準又は 過去の認定例とは 異なった職種、 部位 

で 発症し   、 若しく ぱ 異なった症状を 呈する疾病 @ こ 係る 

事案 ) 
    次 @ こ 掲げる事案であ って、 保険給付 ( 通勤災害に係る 

ものを含む。 ) に係る処分後に 問題となったもの ( 前記 
イ、 口 @ こより報告される 事案を除く。 ) 及びそのてん 末 

      保険給付の決定 @ こ 関して集団陳情、 要請、 抗議行動 
等の行われた 事案 ) 

( 。 ) 保険給付の決定の 内容が他の事案又は 他の地域 @ こ影 

響 すると思われる 事案 
        保険給付の決定に 関して新聞、 テレピ等で一般に 報 

遣 された事案 
二 次に掲げる審査請求事案 

( ィ ) 前記 口 、 ハに 該当する事案に 係る審査請求事案 

      その他審査官の 決定に関し、 社会的に問題となるこ 

とが予想される 事案 
      行政運営 @ こ 関する情報 

ィ 労災保険制度に 関する要望等 

ロ 労災補償行政の 運営に関する 要望等 

    労災診療費に 関する要望等 
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7. 賃金時間諜関係 

Ⅲ 定期報告   
報告番号 報 オ 仕ロ 名 親告の種類 報告対象期間 

又 は 期 日 
報 告 期 日 頁 

  
賃 4 0 3 最低賃金適用除覚許可人員等 調 午 報 1 一 1 2 月 1  月 琳 て 日 1  6  7     

(2) 随時報告 

報告番号 報 告 名 報 告 す べ ぎ 場 合 頁 

圭一人 @-. 地方最低賃金審講会委員 任 ! . 委員、 の任命を行つた 場合 O@ ー @ だ り 

命 報告 2. 委員の現職について 重要な変更があ った場合 

賃 5 0 3 地力最低賃金審議会密議 状     審議会で答申がな さ れた場合であ って、 官報公示を必要 1  6  9 
況 年報告 とする 場 ・ 合 

2. 審議会等で特に 重要な問題が 審議された場合 

3. 最低賃金法第 1 1 条に基づく申請がなされた 場合         
賃 5 0 5 昭和 繋年 労働省告示 第 ・     @12 号   公示を行った 場合 1@ 7@ 3 

第 4 号の規定に基づく 平均 

賃金の公示に 関する報告 

賃 5 0 6 賃金、 労働時間等に 関する 1 . 情報の速報 1  7  3 
情報及び資料の 収集報告 Ⅲ 最低賃金審議会の 意見に関する 異議の申出及び 最低賃 

金の決定等に 関する関係労働者又は 関係使用者の 中出に 
ついて特殊な 若しくは重要な 問題が生じた 場合 

(2) 労働組合、 使用者団体その 他経済団体、 地方公共団体 
の 議会等から賃金に 関する意見若しくは 要望が表明され 

た 場合又はこれらの 団体等において 賃金に関する 特殊な 

若しくは重要な 問題が生じた 場合 

      最低賃金に関する 決定等について、 特に問題となる 事 
案が生じた場合 

㈲ 地方最低賃金審議会委員の 任命について、 特に問題と 

なる事案が生じた 場合 

(5) その他労働基準法賃金関係条文若しくは 最低賃金法の 
施行において 又は賃金政策上参考又は 問題となる事例が 
生じた場合 

(6) 使用者団体その 他経済団体、 地方公共団体等の 週休二 

日別 等 労働時間短縮に 関する事項であ って、 政策上参考 

となる事例を 把握した場合 
      低 所得労働者層についての 賃金、 労働条件、 家計等の 

生活実態に関する 事項であ って、 政策上参考又は 問題と 

なる事案が生じた 場合 
(8) 未払 賃金の立 替 仏事業における 不正受給事案の 概要 そ 

0 位京香 払 制度に関し、 特に問題となる 事案が生じた 場 

4 口 

2. 資料の報告 

Ⅲ 最低賃金 p こ 関する実態調査を 実施した場合 ( 賃 5 0 3 

による報告に 添けする場合を 除く。   
(2) 前号のほか、 賃金に関する 調査を実施した 場合 

㈲ その他賃金制度改善事例等賃金・ 退職金に関する 資料 

を 作成した場合 
㈲ 労働組合、 使用者団体その 他経済団体、 地方公共団体 

等 が作成した管内の 賃金事情等に 関する資料を 入手した 

場合 

(5) 管内の週休二日制筆労働時間短縮、 定年延長等労働福 
祉 に関する資料を 入手又は作成した 場合 

(6) 管内の低所得労働者層 は ついての賃金、 労働条件、 家 
討   等の生活実態に 関する資料を 入手又は作成した 場合 

    H 穏 ． l 力 一 7 一 



8. 勤労者生活課関係 

(1) 定期報告 
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(2) 随時報告 

4
 口
 

場
 

き
 

4
 口
 

へ
場
 

た
 

 
 

す
行
 

を
 

告
魏
 

の
 

 
 

相
 

金
 

賃
 

名
 

生
口
 

報
 

生
 
員
委
嘱
 

人
人
 

 
 

輔
相
 

金
 

賃
 

号
 

l
 

番
 

0
 

缶
 

5
 

報
勤
 

 
 

頁
 
7
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

一 8.(   ～ 12) 一 (H13.12) 







榊原悟志
ノート
監101　すべて変更（H16年4月1日基発第0401026号　労働基準局報告例規の一部改正）へ





















































榊原悟志
ノート
廃止（H15年4月16日基発第0416004号　労働基準局報告例規の一部改正について）により





























榊原悟志
ノート
変更（H16年2月26日基発第0226003号　労働基準局報告例規の一部改正）へ



榊原悟志
ノート
変更（H16年2月26日基発第0226003号　労働基準局報告例規の一部改正）へ





榊原悟志
ノート
変更（H16年2月26日基発第0226003号　労働基準局報告例規の一部改正）へ



榊原悟志
ノート
変更（H16年2月26日基発第0226003号　労働基準局報告例規の一部改正）へ







































榊原悟志
ノート
変更（H16年2月26日基発第0226003号　労働基準局報告例規の一部改正）へ



榊原悟志
ノート
変更（H16年2月26日基発第0226003号　労働基準局報告例規の一部改正）へ

榊原悟志
ノート
追加　（その一）の９（H16年2月26日基発第0226003号　労働基準局報告例規の一部改正）へ



榊原悟志
ノート
変更（H16年2月26日基発第0226003号　労働基準局報告例規の一部改正）へ













榊原悟志
ノート
変更（H16年2月26日基発第0226003号　労働基準局報告例規の一部改正）へ





















榊原悟志
ノート
変更（H16年2月26日基発第0226003号　労働基準局報告例規の一部改正）へ







































榊原悟志
ノート
変更（H16年3月9日基発第0309003号　労働基準局報告例規の一部改正）へ





































































榊原悟志
ノート
廃止（H15年4月1日基発第0401049号　賃金退職金制度改善指導業務の推進について）により





榊原悟志
ノート
廃止（H15年4月1日基発第0401049号　賃金退職金制度改善指導業務の推進について）により
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